
沖縄市民限定！ 沖縄こどもの国　無料開放！

　沖縄こどもの国から沖縄市民の皆さまへ日頃の感謝を込めて、

下記の期間中、無料でご入場いただけるサービスを試行します。

　今後も、沖縄市の施設である「県内唯一の本格的な動物園」と

して魅力あるサービスを展開していきますので、この機会に、ぜ

ひお越しください♪

　対象期間：９月１日 ( 日 ) ～ 10 月 31 日 ( 木 )　午後４時以降

　　　　※入園料以外の料金は通常料金となります。

　　　　※入場口で、運転免許証などの身分証明証をご提示ください。

　（対象外期間）

　　　・沖縄こどもの国 休園日（毎週火曜日）

　　　・10 月 5 日 ( 土 )「コザミュージックフェスティバル」開催日

　　　・10 月 14 日 ( 月 )「毛遊びコンサート」開催日

●沖縄こどもの国 閉園時間／９月：午後６時

　　　　　　　　　　　　　10 月：午後５時 30 分

　　問合せ／沖縄こどもの国　　℡ 098-933-4190

　　　令和元年 10 月 1 日より、消費税の税率（国・地方）が現行の８％から 10％に引き上げられることに伴い、
　　　水道料金及び下水道使用料も下記※のとおり変更になります。

　※参考例：口径 13mm メーターをご使用の世帯　20㎥／月を使用した場合

現行税率（8％） 新税率（１０％）

水   道   料   金　　２, ７７５円

下水道使用料　　１, ２５２円

水   道   料   金　２, ８２７円（＋５２円）

下水道使用料　１, ２７６円（＋２４円）

Ｑ＆Ａ

Ｑ 1．水道料金や下水道使用料は、軽減税率（8％据え置き）の対象ではないのですか？

Ａ 1．軽減税率の対象になっておりません。

Ｑ 2．消費税率は、10 月 1 日から 10％になるそうですが、10 月に支払う水道料金及び下水道使用料は、10％で支払うのですか？

Ａ 2．具体的には、10 月 1 日を跨 ( また ) いで使用した料金については、経過措置で 8％の税率で、10 月 1 日以降から

　　    使用を開始した料金については、10％が適用されることとなります。

水道料金・下水道使用料が変更になります
（消費税率（国・地方）の引上げに伴う）

イメージ図 令和元年１０月１日 　　１１月１日 　　　　　　１2 月１日

　９月検針分 １０月検針分 １１月検針分

　　　▶ 10 月検針分のご請求は 11 月に、11 月検針分のご請求は 12 月に行います。

8% 10％

問合せ／沖縄市水道局 料金課　　TEL 098-937-3637

１０月１日を跨いで使用
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